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蔦重ゆかりの地古地図デジタルスタンプラリー運営業務委託  

公募型プロポーザル実施事業者募集要項  

 

 

本区では、２０２５年大河ドラマを契機に高まった浅草北部の回遊性を一過性のもの

とせず、レガシーとして定着させることを目的とした、デジタルスタンプラリーを開催

する。 

本募集要項は、業務委託における公募型プロポーザルによる事業者選定について定め

るものである。 

 

１.業務の概要 

（１）件名 

  蔦重ゆかりの地古地図デジタルスタンプラリー運営業務委託 

 

（２）業務内容 

別紙「蔦重ゆかりの地古地図デジタルスタンプラリー運営業務委託仕様書」の通り。 

ただし、プロポーザルにおいて、優先交渉権者が提案する内容を基に、区と協議の

上、仕様の内容を決定する。 

 

（３）委託期間 

契約締結日～令和９年３月３１日 

 

（４）提案上限金額 

４，５５２，６８０円（消費税を含む） 

 

２．参加資格 

プロポーザルに参加しようとする者は、以下のすべての条件を満たすこと。 

また、参加申請時点において参加資格を有する場合であっても、契約締結までの間に参

加資格を喪失することになった場合、本募集に係る申請は無効とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者

に該当しないこと。 

（２）東京都台東区競争入札有資格者指名停止基準（平成１０年２月２０日付９台総経第

１７０号）による指名停止措置を受けていないこと。 

（３）東京都台東区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２４年１月２６日付２３台

総経第６４５号）による入札参加除外措置を受けていないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立てをした

者にあっては、裁判所により更生計画認可の決定を受けていること。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生計画開始の申立てをした
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者にあっては、裁判所により再生計画認可の決定を受けていること。 

（６）不渡手形又は不渡小切手を発行し、銀行当座取引を停止されていないこと。 

（７）本業務に関する十分な実績及び資格能力を有する技術者を従業員として雇用してい

ること。 

（８）事業所（営業所）が東京都、または隣接県にあること。 

（９）受託事業者は、民法、刑法、著作権法、不正アクセス禁止法並びに行政機関の保有

する個人情報の保護に関する法律及び条令等の関連法規を遵守すること。 

（１０）設計・構築・稼働・保守運用等とライフサイクルを通じて受託可能であること。 

 

３．募集スケジュール 

項番 手続き等 期限等 

１ 募集要項ホームページ掲載（公募） 令和８年５月２８日（木） 

２ 質問の提出 令和８年６月５日（金）午後５時まで 

３ 質問への回答 令和８年６月９日（火） 

４ プロポーザル参加申込書等の提出 令和８年６月１５日（月）午後５時まで 

５ 一次審査（書類審査） 令和８年６月１６日（火）～１８日（木） 

６ 
一次審査結果及び 

プレゼンテーションの時間等の通知 
令和８年６月１８日（木） 

７ 二次審査 企画提案書の提出 令和８年６月２３日（火）午後５時まで 

８ 
二次審査 

プレゼンテーション及びヒアリング 
令和８年６月２５日（木）指定時間 

９ 結果通知、結果公表 令和８年６月２６日（金） 

１０ 

契約内容の調整、 

仕様書の決定、見積書の提出 

契約の締結 

令和８年６月２９日（月）以降 

  ※審査の進捗状況により、日程が変更になる場合がある。 

 

４．応募方法・提出書類 

（１）応募書類 

応募に係る様式を台東区ホームページ上に掲載する。参加事業者は、必要に応じ

てダウンロードすること。 

 

（２）参加申込に関する提出書類等 

   【1】東京都台東区競争入札資格を有する者 

① プロポーザル参加申込書                  （様式１） 

② 誓約書                          （様式２） 

③ 会社概要                         （様式３） 

④ 業務の実施体制                                     （様式４） 
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⑤ 類似業務実績                       （様式５） 

⑥ 本業務の遂行にあたる実務担当者の経歴           （様式６） 

⑦ 提案書の概要                       （様式７） 

⑧ 業務の工程計画                     （様式自由） 

⑨ 参考見積書                       （様式自由） 

⑩ 東京電子自治体共同運営の物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票 

（印鑑登録証明書含む）の写し 

    ⑪ 電子ファイル（上記全ての提出書類のデータ、スキャンデータも可） 

 

【2】東京都台東区競争入札資格を有しない者 

① プロポーザル参加申込書                  （様式１） 

② 誓約書                          （様式２） 

③ 会社概要                         （様式３） 

④ 業務の実施体制                      （様式４） 

⑤ 類似業務実績                       （様式５） 

⑥ 本業務の遂行にあたる実務担当者の経歴           （様式６） 

⑦ 提案書の概要                       （様式７） 

⑧ 業務の工程計画                     （様式自由） 

⑨ 参考見積書                       （様式自由） 

⑩ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）[正本] 発行後３ヶ月以内のもの 

⑪ 法人事業税及び地方法人特別税の納税証明書（直近決算期のもの） 

⑫ 納税証明書その１（法人税）（直近決算期のもの） 

⑬ 納税証明書その２（消費税及び地方消費税）（直近決算期のもの） 

※⑪から⑬までの書類については、各税目における完納を証明するものに限る。 

⑭ 電子ファイル（上記全ての提出書類のデータ、スキャンデータも可） 

 

【提出書類の作成にあたっての注意事項】 

〇参考見積書 

  ・積算内容は、「一式」とするのではなく、「システム構築経費」、「運営業務経

費」、「ＰＲ経費」等、積算内容を可能な限り、詳細に記入すること。 

 

（３）参加申込に関する書類の提出方法、提出先及び提出期間 

①提出方法 

持ち込みで提出すること。郵送・ＦＡＸ等では受付けしない。 

②提出先 

  「８．問合せ・書類提出先（事務局）」のとおり 

③提出期間 

・下記（４）のうち、企画提案書を除く書類 

令和８年６月１５日（月）午後５時 必着 
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・企画提案書 

令和８年６月２３日（火）午後５時 必着 

※ 提出期間内であれば、必要書類の不足や誤り等による差し替え等を認める。

ただし、提出期間外における差し替えは一切認めない。 

 

 （４）参加申込に関する書類の提出部数 

〇１部のみ提出（正本１部） 

・（様式１）プロポーザル参加申込書 

・（様式２）誓約書 

・東京電子自治体共同運営の物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票、もしくは、

登記簿謄本、納税証明書(法人事業税)、納税証明書(法人税)、納税証明書(消費税) 

 

〇９部提出（正本 1 部、コピー８部） 

以下の提出書類は片面印刷し、１組ごとに重ね、Ａ４ファイルに綴じることがで

きるようパンチで穴を 2箇所開けること。ホチキス留めはしないこと。 

・（様式３）会社概要 

・（様式４）業務の実施体制             

・（様式５）類似業務実績             

・（様式６）本業務の遂行にあたる実務担当者の経歴 

・（様式７）提案書の概要 

・（様式自由）業務の工程計画 

・（様式自由）企画提案書 

・（様式自由）参考見積書 

   

正本は会社名の記載や押印（※様式３以降押印不要）等をしたものとするが、コピ

ーにはそれらをせず提案者が特定できる表示は一切しないこと。または、黒塗り処

理加工すること。 

 

   〇電子データは、上記の正本分について締め切りごとに分けてメールで提出するこ

と。メールアドレスについては、「８．問合せ・書類提出先（事務局）」に電話で

問い合わせをすること。 

 

 （５）提案書作成・提出にあたっての注意事項 

・別紙仕様書に基づき提案すること。ただし、仕様書の記載に縛られず、事業目的

達成のためにより効果的な内容や手法があれば、積極的に提案すること。 

・１０枚以内（片面印刷）にまとめること。 

・プレゼンテーションにて使用するＰＰＴ等のデータが企画提案書とは別にある場

合は提案書と当該データ、双方の電子データを提出すること。（提出する紙資料か

らの写真の追加や内容補足等の変更は認めるが、提案内容と違う記載は認めない） 
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５．質問の提出 

（１）提出方法 

本案件に関する質問は、｢質疑書（様式８）｣により受け付けることとし、電話によ 

  る質問は受け付けない。質問がある場合は、令和８年６月４日（木）午後５時までに、 

電子メールにより、提出すること。なお、メールの不達となっていないかの確認と

して、質問書を提出した場合は必ず「８．問合せ・書類提出先（事務局）」まで電話連

絡すること。 

（２）メール送信先 

電子メールアドレスについては、「８．問合せ・書類提出先（事務局）」に電話で問

い合わせをすること。 

※メールの件名については、「【プロポーザル質問】●●●●」とすること。（●●●

●は会社名等とする。） 

（３）回答 

募集要項等への質問に対するすべての回答を令和８年６月９日（火）に台東区ホー

ムページに掲載する。また、掲載した内容をもって本実施要領及び仕様書の修正と

みなすこととする。なお、意見の表明と解されるものや質問の内容が不明瞭なもの

等については回答しない場合がある。 

回答内容については、募集要項と同等の効力を持つものとする。また、質問書の受

付期間終了後の応募者に対しても同等の効力を持つものとする。 

 

６．審査及び選定 

（１）選定委員会 

台東区が設置する「蔦重ゆかりの地古地図デジタルスタンプラリー運営業務委託

プロポーザル選定委員会」（以下、「委員会」という）において次の審査会を実施し、

以下の審査の合計点により優先交渉権者を決定する。 

（２）第一次審査（書類審査） 

書類審査とする。委員会において提出書類を審査し、二次審査の対象となる提案者

を合計点の高い順に最大３者程度を選定する。なお、必要に応じて追加資料の提出を

求めることや、ヒアリングを行う場合がある。 

（３）第二次審査（提案審査・プレゼンテーション） 

第一次審査を通過した提案者を対象に、プレゼンテーション・ヒアリング審査を行

う。 

ア 使用機材 

プロジェクター（ＨＤＭＩケーブル） 、電源、延長コード及びスクリーンは本  

区が用意する。 

イ 説明時間 

１事業者につき３０分程度（企画提案説明１５分程度、質疑応答１５分程度）。 

ウ 提案者側の参加者 

１事業者につき人数は３名以内とし、プロジェクト責任者が説明を行うこと。 



- 6 - 

エ 留意事項 

プレゼンテーションは個別に行い、非公開とする。 

（４）主な審査事項 

  ①業務の実績・遂行力 

②システムの使いやすさ 

③古地図の活用度 

④スポットの紹介の工夫 

⑤ＰＲ・広報 

⑥金額 

  ⑦その他委員会が必要と認める事項 

 

（５）審査結果 

① 審査結果は、各応募者に通知するとともに、優先交渉権者のみ公表する。 

② なお、審査結果については、自らまたは他の応募者に関わらず、経過や内容につ   

 いての問い合わせには一切応じない。 

③ 審査を実施した結果、一定の基準に達した応募者がないときは、選定しない場合 

がある。 

④ 優先交渉権者との契約に至らなかった場合、次点の応募者が優先交渉権者となる。  

 

７．留意事項 

（１）本プロポーザルの提案にかかる一切の経費は提案者の負担とする。 

（２）１提案者につき、提案は１案限りとする。 

（３）本募集に関して提出された応募書類は一切返却しない。 

（４）区が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることがある。 

（５）区からの指示がない限り、書類提出後の差し替えは認めない。 

（６）提出書類の著作権を含む全ての知的財産権は、区に帰属する。 

（７）再委託は認めないものとする。ただし、当該業務の一部についてやむを得ず第三者

に委託する必要があるときは、あらかじめ再委託する業者名、再委託の内容を委託

者に通知し、委託者の承諾を得なければならない。また、再受託者に対してもこの

契約を遵守させなければならない。 

（８）業務の詳細内容は、選定により決定した優先交渉権者と区との協議により仕様書を

作成し決定するものとし、本要項別紙の趣旨に反しない範囲で業務内容の修正・追

加を行う場合がある。 

（９）提出する電子ファイルは、マイクロソフト社 Office2016®で読み取ることが可能な

ものとすること。 

（１０）電子メール等の通信事故、郵便等の事故、その他いかなる事情により提案書類が

区に届かない場合にも、区は一切責任を負わないものとする。 

（１１）審査に関する書類を提出後、応募を辞退する際には、辞退届（様式任意）を提出

すること。 
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（１２）業務に際しては、提出書類の内容をそのまま実施することをあらかじめ約束する

ものではない。したがって優先交渉権者と委員会は、審査の結果、採択された企

画提案に基づき委託業務の内容の詳細を別途協議・調整の上、契約内容を決定す

る。 

（１３）本要項に内容を追加し、または修正する場合、適宜、区ＨＰへ公表する。 

（１４）応募書類に虚偽の記載等があった場合、または見積提案額が予定額を超えている

場合には、当該応募を無効とし、次順位交渉権者と契約交渉を行う。 

（１５）本プロポーザルの参加表明手続き以降に、区に提出された書類については、東京

都台東区情報公開条例に基づき情報公開の対象となる。 条例第６条に該当する

事項以外は公開となるため、あらかじめ了承の上、提出すること。 

 

８．問合せ・書類提出先（事務局） 

台東区文化産業観光部観光課  

所在地：〒110-8615 東京都台東区東上野４－５－６ 台東区役所９階③番窓口 

電 話：０３－５２４６－１１５１ 


